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。刃日や中空購舶㌣th虹弛5由虚言¶」侭蜘霊曜根附監照昭も塚田日面柊．の

。岬卜悩温いここ‖三品こぶ慧翠塑華悪日一小嶋e軸．刃小－トム三品損転琴芝諾遠藤率彗慧芸蒜衰至慧芸鹿準急慧－h－ヽng野営．望レここ〓一「鱒軍票慧票諒遮蔽感癒匡攣翠璽彗慧慧諒恕盛・の

。刃り岬小編彊当面e虹開署凶′虹贈貢朋に悪臆．虻贈薫根蜜波．望レここ〓三雲道義迄由」．寸

。昭か塚山仰脚「O」屯e佃野噌運刃東萩苓揮い±羽聖の濾二一讐旺照e堪蟹琶仲憬昭墜‖－霊曜IhIヽ卜官軍召．土嘲蜘出田6回十純増跳皆肛頼朝輔車軍営．望レこい‖一「担蜜蚕仲村璧肛」・C

。刃り昭卜磁心芯「暫鰹」‖一軍e取立小ヰ」嬉彊栂鯉口叶〓一軍e′や丑岬勾Q歴世河出′坐日石守Q怒梶野腔．龍憩。刃日時本編彊P祁（ヒ琴芝だ〓岩莞癒）卓「匪囁蚕与．曇レ二いり一「埋巳叶霊曜」．N

。二亜」跡勅封山師レこい‖一「埋巳什宝臆し」刃刃りゆト鎚柵啓凶推朝日一「要領聖」e霊曜虻贈．±朝鮮e虻昭野凶．L
（州〇

［＝圃闇∪（霊峰」や⊥言直聾要）柵根醇虹昭等再騨婁e霊曜虻昭昭小姓蟹・些嘩悪法讐売り一雅称虻豊堕せ頼胡蝶事軍書　L脳
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。刃り昭トを膜側やYh虻憎さ嘩区君吏」侭拙宅滝根隕虹贈昭も凝彊‖一鱒や由

。やす塚山咄レこい‖三忘こ忘慧翠塑華悪日一中旬eu．刃0－卜」ヱ遠戚軍琴芝吉遠藤率整慧芸品衰萎莞芸金津蓋慧－hlヽng軍営．望レここ〓】「騨埜世ぜ聖刃紗霊機能紘臣軍曹亜萩症蟹昭卜韮聖」・S

。刃日や空軍鱒竺一駅e虹相野凶．忠相菜朋に歴感．虻埋語根竪臆．坐レ二いり≡率e璧輩出由」．寸

道心鱒鱒聖OL昏望麗蒜卓慧芸基経と志芯豆腐一讐旺河e担蟹電柵廿や墜日東曜Ih－Yng軍営．土嘲蜘憎悪e固お岩楳璧肛頼朝♯卓ぜ要．堂レこい〓－「担蟹零仲什璧肛」。

。刃りゆす擬餌叫聖野鰹」日毎e取立小ヰ」編旧陶栂鯉口叶〓重吉′栗心耳Me熱望河出．坐り－佃野e霊曜鮮鰹．龍尋。刃り㊥ト編出P梱（レ創芸云rE率堂山貼）事「鮪噸感′て．埜レ二いり一「鯉口叶霊曜」・N

。二亜」椒蜘凝温い二∩〓－「鱒口柵是鹿」」刃刃り昭も鹿瀬聾凶縦軸〓一「要用悪Le霊峨紀聞．坐佃野e虻相野凶．L
（州〇

（霊曜－hith古志些君）柵根隈虹弼古画騨華e霊曜忠昭昭小生蟹・些噂だ監讐売り一雅称敦賀埜世頼朝輔車軍書　「腑



佃
 照
 鮒
 蛸
石
 墨
慧
 曜
3 よ
だ
 l瀬
 音
至
 官
 軍
 乳
 �
掩
蜜
二
兎
 P帖
6 踊
垂
 州
都
讐
 �
㊥
 �
㊧
 �
㊥
 �
㊥
 

蓋
蔓
蔓
 �
董
芸
等
 忘
苧
雪
 芸
雪
空
 確
虎
掬
、
 �
君
等
ユ
 �
要
撃
ユ
 �
君
翠
ユ
 

蓋
墓
室
芸
・
 �
墨
壷
毒
茎
 �
芸
壷
至
芸
 

駄
臣
覧
リ
 
�
臨
匪
覧
リ
 
�
駄
1
匹
踪
リ
 

牽
I
薬
l
 
�
饉
軍
境
涯
 
�
建
軍
嘘
張
 
�
彊
軍
鰻
蜜
 

P
I
や
 
ロ
も
、
‾
 
紺
邪
生
 
絹
博
引
柵
 
�
㊤
 
�
㊤
 
�
㊤
 
�
㊤
 

e
 
�
1
卜
 
�
l
ト
 
�
l
ト
 
�
l
卜
 

ヾ
ヽ
－
 
�
ヾ
r
 
�
ヾ
ヽ
－
 
�
ヾ
十
・
・
・
 

璧
 
�
照
 
�
職
 
�
噌
 
�
弼
 

劉
 
l
卜
 
�
軍
 
�
軍
 
�
替
 
�
軍
 

遍
宗
 
�
‾
凶
 
�
凶
 
�
凶
 
�
凶
 

旺
璧
竺
苓
聖
坦
 �
�
 �
 �
 �
 

回
虻
惑
 
�
�
恒
l
 
�
匝
l
 
�
回
 
�
巨
Ⅰ
 

く
1
0
 
�
N
 
�
l
l
ヽ
 
ト
 
�
q
O
 
の
 

お
暇
回
 
�
�
M
 
の
 
�
M
 
N
 
�
0
⊃
 
�
1
r
 

d
 
�
0
0
 
�
「
、
 
�
q
⊃
 

回
虻
意
 
志
照
Ⅲ
 
�
�
E
l
 
や
 
�
E
l
 
寸
 
�
【
Ⅱ
 
t
r
 
�
t
E
 
■
q
■
 

仇
 
N
 
�
の
 
N
 
�
く
n
 
N
 
�
の
 
N
 

慧
警
 �
�
［
　
〔
 �
［
　
　
　
　
　
〔
 �
［
　
　
〔
 �
〔
　
　
〔
 

」
亡
　
　
　
J
　
■
 
�
」
亡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
J
 
�
．
土
　
　
　
　
．
丈
 
�
上
　
　
　
　
　
上
 

出
　
世
 
�
せ
　
　
　
　
　
せ
 
�
せ
　
　
せ
 
�
せ
【
＋
：
蛙
 

霊
 
礁
 
l
卜
 
�
嘔
 
盤
 
�
匝
 
�
払
拭
 
�
由
据
 
�
論
椎
 

宗
鑑
 
�
轟
璧
彊
＿
 
�
鮮
璧
彊
 
�
程
璧
諜
 

君
 
�
凶
 
�
拭
 
�
匿
 
�
 

一
田
 
�
柾
 
�
論
軍
 
�
駁
撃
 
�
埜
軍
 

ヾ
▼
一
‾
 
暇
 
�
鹿
 
�
轟
軍
 
�
碇
凶
 
�
霹
凶
 
�
璧
凶
 

囁
 
劇
 
�
柘
 
�
頁
 
�
訳
 
�
E
l
■
‾
■
 
L
 

・
＿
米
 
�
甥
 
�
与
貞
　
■
 
�
1
く
 

軍
 
凶
 
圃
 
�
軍
 
�
軍
 
�
■
軍
 

凶
 
�
凶
 
�
凶
 

堰
 
け
■
 
�
匿
 
ト
ト
 
�
垂
・
 
聖
 

振
 
（
 
�
由
肌
 
・
」
掟
 
�
B
I
l
 
山
 
腹
 

N
 
�
（
 
の
 
�
〈
 
寸
 

ヽ
．
＿
′
 
�
 
�
ヽ
＿
・
．
′
 
�
　
　
）
　
　
　
　
　
‘
 

呼 称■ 根 昨1 監 暇 ��壷妻 蓋去 朝：小 �童・雲壷窒蓋 �日日 重義墓 相二朝：亜 �上蓋人 妻藁蓋 

包
　
囲
 
�
題
　
紳
　
輔
　
屈
　
礪
 
�
闇
■
　
職
■
　
居
 
�
屈
　
青
首
　
恕
 

陣
　
振
 
�
仰
・
霜
∴
♯
∴
餐
：
せ
 
�
せ
こ
　
雀
：
せ
 
�
ぜ
：
鱒
二
　
璧
 

玉
：
 
�
�
忙
 

臣
 
�
�
e
 

凶 忙 ��∩ 

吏
 

。刃り昭卜と購紬やth虻照笥嘩国労吏」侭栂霊喘恨軒監姻ゆす等m恒〓一媚柊・の

。伸せ慧叫レこい＝云昭卜埜摩漣璧悪日－黒さ㌍亘Tト貴重讐蒜褒章≡遍蒔璽慧忘要望芸蕪や悪運量霊－hl、nE野営′曇レこい＝】「些慧竃蒜葱慧道東些聖霊品衷至慧芯襲撃二

。刃り昭卜編出壁面e紀聞詳凶．虻椎茸根に丑鰻．虻贈躍側壁嘘．坐レ二いり≡宍道蒜道由」・寸

。㊥ト慧叫聖OL要望芸蒜卓慧芸基準ヒー制空の彗讐旺摺Q担蟹零仲石壁‖壷廠Ihtng軍営．±嚇漣倒恕e回お岩様璧肛頼胡蝶奇警労′坐ビJn＝一「坦改革聾璧些・の

。刃り岬小編山師彗鱈寧日垂e東北小雪」磁芯叫仙鯉口廿日一軍9芯脚Me撚至河出′曇り－祁寧e塞櫨鮮鰹．龍誓刃り甲忘岩冒鵬G如室戸∈岩石鱒姦し妹噸寧r、．坐レここり一「ぜn什宝讐■N

。ュ亜」帖蜘編温い二CH－「鯉口什宝臆し」刃刃り岬か出血聾凶縦軸‖－「要個聖Le東経虹贈．望佃野e虻押野凶・「
（班）

（霊席－hIヽng軍書）押出軒虹哨古画榔華e宅礁虻照岬も生霊・些準だ監讐売り一推称虻蟹堕せ照桝輔車軍営　「腑



表5　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名 �たつの市 

（単位：人）

人　口 

人口集中地区以外 �64，997 

交通不便地域 � 

交通不便地域の内訳

人　口 �対象地区 �根拠法 

国庫補助上限額の算定
対　象　人　口 �算定式 �国庫補助上限税 

64，997 �64月97人×150円十240万円 �12，149千円 

（1）記載要領

1・人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する

交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

2．「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
3．「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（2．（1）⑭）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。
4．「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記3．に掲げる法律（根拠法）に基づき

地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

5．「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

（2）添付書類
1．人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図
（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）
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表2地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

共同運行くく有）はりまタクシー、新富タクシー（株）、（株）龍野タクシー、（株）赤とんぼ観光、 （株）ミツパタクシー）

1．申請事業者の概要

（D【（有）はりまタクシー】

補助対象期間の 前々年度の 損益状況 �乗　合　バ　ス　事　業　・　自　家　用　有　償　旅　客　‾運　送 営業収益 �2，880千円 �営業外収益 �0千円 ��経常収益（イ） �2，880千円 

営業費用 �9．694千円 �営業外費用 �0・千円 ��経常費用（ロ） �9月94千円 

営業損益　r �▲6．814千円 �官業外損益 �0千円 ��経常損益 �▲6．814千円 

補助対象期間の 前々年度の �ム 中 �補助対象期間の 前々年度の �時間 ��』－・一・ ��29．70　％ 

保有車両数 　レ＼† �2 �1台当たりサービス 提供時間（二） �1．920．0 �� 

②【新宮タクシー（株）】

補助対象期間の 前々年度の 損益状況・ �乗　合　パ　ス　事　業　t　自　家　用　有　償　旅　客　運　送 営業収益 �2．880千円 �営業外収益 �0千円 ��経常収益（イ） �2．880千円 

営業費用 �9．785千円 �宮稟外費用 �0千円 ��経常費用（ロ） �9．785千円 

営業損益、 �▲6，905千円 �官業外損益 �0千円 ��経常損益 �▲6．905千円 

補助対象期間の 前々年度の �ム q �補助対象期間の 前々年度の 1台当たりサービス 提供時間（ニ） �時間 ��［塑亘］ ��29．43　％ 

保有車両数 　レ＼） �2 ��1．920．0 �� 

③【（棟）龍野タクシー】

補助対象期間の 前々年度の、 損益状況 �乗　合′　バ　ス　事　業　・　自　家　用　有　償　旅　客　運　送 営業収益 �2．880千円 �営業外収益 �0千円 ��経常収益（イ） �2．880千円 

営業費用 �9．077千円 �営業外費用 �0千円 ��経常費用（口） �9，077千円 

官業損益 �▲6，197千円 �営業外損益 �0千円 ��経常損益、 �▲6．197千円 

補助対象期間の 前々年度の 保有車両数 レ＼） �．∠▲ lコ �補助対象期間の 前々年度の 1台当たりサービス 提供時間（二） �時間 �� �歴］ �31．72　％● 

2 ��1，920．0 ��� 

④【（株）赤とんぼ観光】

補助対象期間の 前々年度の 損益状況 �乗　合　バ　ス　事　業　・　自　家　用　有　償　旅　客　運　送 営業収益 �2，880千円 �営業外収益 �0千円 ��経常収益（イ） �2．880千円 

営稟費用 �9．195千円 �営業外費用 �0千円 ��経常費用（口） �9．195千円 

営業損益 �▲6．315千円 �営業外損益 �0千円 ��経常損益 �▲6．315千円 

補助対象期間の 前々年度の 保有車両数 いヽ） �ム ロ �補助対象期間の 前々年度の 1台当たりサービス 提供時間（ニ） �時間 ��妊：璽夏至至ヨ ��31．32　％ 

－2 ��1，920．0 �� 

⑤【（株）ミツ／くタクシー】

補助対象期間の 前々年度の 損益状況 �乗　合　バ　ス　事　業　・　自　家　用　有　償　旅　客　運　送 営業収益 �2．880千円 �営業外収益 �0千円 ��経常収益（イ） �2．880千円 

営業費用 �10．002千円 �営業外費用 �0千円 ��経常費用（ロ） �10．002千円 

営業損益 �▲7．122千円 �営業外損益 �〇千円 ��経常損益 �▲7．122千円 

補助対象期間の 前々年度の 保有車両数 （ハ） �台　ノ �補助対象期間の 前々年度の 1台当たりサービス 提供時間（ニ） �時間 �� �経常収支率 �28．79　％ 

2 ��1．920．0 ��� 
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2．時間当たり補助対象経常費用及び収益

補助ブロック名 �補助対象事業者の �地域時間当たり �時間当たり経常費用 �時間当たり経常収益 時間当たり経常費用 �標準経常費用 �ホとへのいずれか少ない額 
口÷ハ÷二＝ホ �へ �ト �イ丁ハ÷二＝チ 

近畿（（有）はりまタウシ �2，524．円47銭 �2732円．72銭 �2，524円．47銭 �750円．00銭 

ヒ近畿（新宮タクシ �2，548．円17銭 ��2．548円．17銭 �750円．00銭 

ヒ近畿（㈱龍野タクシ �2．363．円80銭 ��2，363円．80銭 �750円．00銭 

近畿（㈱赤とんぼ観’ �2，394．円53銭 ��乙394円．53銭 �750円．00銭 

近畿（㈱ミツパタクシ �2，604．円68銭 ��2．604円．68銭 �750円．00銭 

北近畿（平均） �2，487．円13銭 ��2，487円．13銭 �750円．00銭 

3．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

補助プ �申請 �運行 �運行系統 ���計画運行 �計画運行 �1回当たり サービス提供時間 �リのうち補助ブロック 外異人部分に係る �リのうち同一補 助フロック市区 町村外彙入部分 �補助フロック外乗り 入れ部分及び同一 補助ブロック市区 町村外乗り入れ節 �計画サービ ス提供時間 

失地 �営業 区域 �着地 
ロック名 �番号 �系統名 ����日数 �回数 ��サーヒス提供時間 �に係るサービス 提供時間 �分以外のサービス 提供時間の比率 

リ �ヌ �ル �（リー（ヌ＋ル〉）÷リ 　＝ヲ �ウ 

北近畿 �1 �新宮 �光都 �新富 �新宮駅 �2178 �8，444．0回 �0．5　　時間 �0　　　時間 �0　　時間 �100．000％ �4222．0時間 
2 �龍野東 �■届書r主l分 �龍野東 �■■■■ll �148日 �4．144．0恒】 �0．5　　時間 �0　　　時間 �0　　時間 �100．000％ �2072．0時間 

3 �龍野西 �書軌小犬A �龍野西 �■■■1古 �148日 �3．964．0回 �0．5　　時間 �0　　　時間 �0　　時間 �100．000％ �1982．0時間 

4 �揖保川 �■■川■rメ：M �揖保川 �■欝■薫丘 �148日 �4．144．0回 �0．5　　時間 �0　　時間 �0　　時間 �100．080％ �2072．0時間 

合計 ��系統 �　／ �　　／ �　／ �　／ �　　／ �2　　時間 �0　　　時間 �0　　時間 �一一一一一′ �10348．0時間 

補助ブ ロック名 �申請＼ 番号 �補助対象 経常費用 �経常収益の �補助対象経常 費用から経常 �タのうち補助ブロック 外彙入部分及び同 一補助ブロック市区 �補助対象経費 �補助対象経費のt／2 �国庫補助 上限額 �国庫補助金 内定申請額 くナ又ほうの 
の見込税 �見込額 �収益を控除した 　槌 �町村外彙入部分以 外に係るもの ����うちいずれ か少ないほ 、の叙） 

トXワ以下の額：カ � �カーヨ＝タ �rタ×ヲ＝ツ �ネ �ネ×l／2＝＝ナ �ラ �つ ム 

北近畿 �1 �10．500．662円 �3．166．500円 �7．334，162円 �7．334．162円 �7．334千円 �3．667．0千円 � � 
2 �5．153．333円 �1．554．000円 �3．599．333円 �3，599．333円 �3，599千円 �1．799．5千円 

・3 �、4．929．491円 �1．486，500円 �3．442．991円 �3．442．991円 �3．442千円 �1．721．0千円 

4 �5．153，333円 �1．554．000円 �3．599．333円 �3．599．333円 �3．599千円 �1．799．5千円 

合計 ��25．736．819円 �7，761．000円 �17．975，819円 �17．975．819円・ �17，974千円 �8．987千円 �13．325千円 �8，987千円 

補助ブ ロック名 �申請 番号 �経常費用から 経常収益を控除 した領 ホ×ワーヨ＝ウ �損失観から国庫欄 助餞を控除した額 ウーム＝ノ �ノの負担者とその負担割合 都道府県 ��市区町村 ��その他の看 ��．．事業者自己負担 ��「その他の 肴Jの具体 的概要 

負担額 �負担割合 �負担額 �負担割合 �負担額 �負担割合 �負担額 �負担割合 

北近畿 �1 �7．334，162円 � � � � � � � � � � 

2 �3．599，333円 

3 �3．442．991円 

4 �3，599．333円 

合計 （1）記載要領 ��17．975．819円 �8，988．819円 �0円 �0％ �8．988．819円 �100％ �0円 �0％ �0円 �0％ � 

lr補助ブロック名Jの欄は、補助金交付要綱別表1（附則第12集の適用を受ける事業者にあっては別表2）の名称を記載すること。

2・乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速′くス及び定期観光バス等を除き、費用については、高速′くス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第
5集で定める期間）における補助金交付要綱第2編第1辛第3節に係る経常費用を除くこと。

3補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第5集で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に
紀鯨すること。

4・補助対象期間（軋助金交付要綱第5条で定める期間）中の乗合バス（自書用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の間違収益及び費用の配分は、原則として昭和52年5月17

日付け白総第338号、自旅第151号、日貨第55号によること。

5・「補助対象期間の前々年度の保有車両台軌の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通ネットワーク計画に記粧された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載

すること。

6申真書番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、1系統が2つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

7地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

8．計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

9－r1回当たりサービス提供時剛（り憫）については、【（1回あたり平均運行時間）＋（1日あたり平均待機時間／1日あたり連行回数）】により算出すること。

10rl匡当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外兼入部分に係るサービス提供時間J及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時剛は、小数点第1位（第2位以下切り捨て）ま
で算出すること。また、合計の欄については、各申掃系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11・「同一補助ブロック市区町村外彙入節分に係るサービス提供時軌の欄は」同一補助ブロック内における市区町村外彙入部分に係るサービス提供時間をた載することとし、補助ブロッ

クが異なる市区町村外彙入部分は（ヌ）に記載すること。

は「補助ブロック外黒人節分及び市区町村外兼入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ川こついては、％以下第3位（小数点第4位切り捨て）まで算出して記載すること。

13「書†画サービス提供時間」は、小数点第1位（第2位以下切り捨て）まで算出して記載すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

14「補助対象桂費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15r補助対象緑黄の1／2jの欄は、系統ごとに百円単位（0ト09千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16「厘庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した綾を記載すること。

け「補助対象期間の前々年度の損益状況Jの欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

18サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終7時間（運行終7時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時臥予約受付にかかる時間についても含め

る。なお、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時聞及びその他事業に従事している時間は含めない。

20」司送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（婦庫途中）に彙用事業による監事指示があり乗用事業の運行を
行った場合は、当該国送運行は実運行時間とは紘められない。

21棟数系統を運行する車両（1台で3系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間くり欄）を
系統数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

（2）添付露蕉

1補助対象期間（補助金交付要綱第5集で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第2粂第2項の「事業報告書j（補助金交付要綱第2編第1萱第3節に係る

橙常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記鼓した書類
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表5　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

たつの市

（単位：人） 

人　口 

人口集中地区以外 �68，838 

交通不便地域 � 

交通不便地域　内‾：通不便地域の内訳 

人　口 �対象地区 �根拠法 

対　象・入　日l �算定式　■・ 

68，838 �68，838人×150円＋300万円 �13，325千円 

（1）記載要領

1・人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する

交通不便地域の場合は、申請する事業年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳
を基に記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

2・「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
3・「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（2．（1）⑫）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。
4・「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記3．に掲げる法律（根拠法）に基づき

地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。
5・「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長緒定」と
記載すること。

（2）添付書類
1・人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図
（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）
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